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外国人留学生の日本での活躍の可能性を広げるため提案

現状 留学生の就労時間には制限（週28時間以内）がある。
日本語学校の留学生が日本語を習得するためには、 学校や自宅での勉強によるイ
ンプットだけでは限界があり、日本人との交流等を通して、日本語の実践の機会を増
やすことが大切であるが、現状ではアルバイト以外での交流機会は限定的
産業界において、特定技能の職種の対象とならない分野などの人手不足解消が課題

そこで

○一定の要件の下、就労時間を週28時間から週36時間まで拡大提案

（一例）

留学生
アルバイトでの研修や日本人客の
接客、日本人スタッフとの交流

の促進

将来、
日本で活躍

企業
アルバイトとしての人手確保だけでなく、

将来、正社員としての優秀な人材確保にもつながる
地域経済の
活性化

＜支援体制＞＜対象学生＞
適正校に在籍する
日本語学校の学生
で一定の要件を満
たす者に限定

（適正校）

日本語学校
（適正校）

〇出席率等の要件を満たす学生を推薦
〇健康面・生活面について定期的な面談で確認

留学生受入企業 〇研修制度等でスキルアップ等を支援
連携連携 県

さらなる日本語能力向上に加え、
日本社会でのビジネスマナーなど
も学び異文化理解の促進


